
上野原市市民課窓口封筒広告掲載募集要項 

 

１　趣旨 

　　この要項は、市民課窓口で、諸証明書等の交付の際に使用することを目的として作成

する封筒への広告掲載を募集するにあたり、必要な事項を定めるものである。 

 

２　広告媒体の種類 

　（１）対象　諸証明書交付用封筒のうち、令和 8 年７月に印刷する、長形３号封筒の裏

面とする。 

　（２）用途　市役所市民課において、窓口業務（市民等への諸証明書交付等）に使用す

る。 

（３）募集内容 

 

 

３　掲載期間 

　　広告を掲載した封筒の印刷枚数の使用が終了するまでとする。 
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４　掲載できない広告 

　　上野原市有料広告掲載要綱第３条により、次の各号に該当する広告は掲載することが

できない。 

　（１）　政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝その他これらに類するもの 

　（２）　風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条に掲げる営業に該当するもの 

　（３）　公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの 

　（４）　その他、広告媒体に掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの 

 

５　応募方法 

　　有料広告掲載申込書（様式第１号）に掲載しようとする広告の原稿を添えて、市民課

窓口担当へ提出するものとする。 

 

６　募集期間 

　　令和８年 5 月１日から令和８年５月２９日まで 

 

７　選定方法 

　　申し込みのあった広告については、上野原市有料広告選定委員会において、掲載の可

否を決定するものとする。 

　　その後、優先順位を同じくする複数の掲載申し込みがあった場合には、公開抽選によ

り掲載広告を決定するものとする。 

 

８　掲載料の納付 

　　広告の掲載料は、掲載決定後、市長の指定する日までに一括前納するものとする。 

 

９　広告掲載の取り消し 

　　市の行政運営上支障があるとき、又は市長が指定する期日までに版下原稿及び電子デ

ータを提出しなかったとき、若しくは広告の掲載料を納入しなかったときは、広告の掲

載を取り消すものとする。 

 

１０　その他 

　　この募集要項に定めるもののほか、上野原市有料広告掲載要綱の規定に従うものとす

る。 

 

１１　問い合わせ・応募先 

　　〒４０９－０１９２ 

　　　山梨県上野原市上野原３８３２番地 

　　　上野原市役所市民部市民課窓口担当 

TEL：０５５４－６２－３１１２


